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※Ｃｎｉ,Ｃｐｉの時期区分は、水質汚濁防止法に追加された時期により、一部業種の例外があります。

【化学的酸素要求量】

※第8次水質総量規制におけるC値の改訂以降変更はございません。

【窒素・りん】

※Ｃｃｉ,Ｃｃｊの時期区分は、水質汚濁防止法に追加された時期により、一部業種の例外があります。
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第9次水質総量規制におけるＣ値の適用時期区分及び適用日
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第9次水質総量規制におけるＣ値の適用日

新設及び増設についても

第9次水質総量規制における

C値の適用日はR4.12.1です。

新設及び増設についても

第9次水質総量規制における

C値の適用日はR4.12.1です。

第9次水質総量規制におけるＣ値の適用日


